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   都道府県青少年条例制定状況及び
青少年有害図書等指定状況調査・公表






  

本Webサイトは、２０２３年１２月３１日をもちまして、閉鎖致しました。



以降、都道府県の青少年育成条例については、こども家庭庁において掲載します。

https://www.cfa.go.jp/policies/youth-kankyou/hikouhigai-research/



本Webサイトで使用していたドメイン(skcao.go.jp)は、１年間保有いたします。

その後、同ドメインについては、第三者が取得する可能性がございます。


  




  
    こども家庭庁

    〒100-6090 東京都千代田区霞が関3-2-5 

    霞が関ビルディング14階、20階、21階、22階 

    電話：03-6771-8030
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